
無 線 設 備 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 
○ 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） （ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現   行 

（ 船 舶 自 動 識 別 装 置 等 ） （ 船 舶 自 動 識 別 装 置 等 ） 

第 四 十 五 条 の 三 の 四 船 舶 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 は 、 次 に

掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

第 四 十 五 条 の 三 の 四 船 舶 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 は 、 次 に

掲 げ る 条 件 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 一 ～ 五 （ 略 ） 

２ 海 岸 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合

す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

２ 海 岸 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 は 、 前 項( 第 一 号 ホ か ら カ ま

で 及 び 第 五 号 を 除 く 。) の 規 定 に よ る ほ か 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適

合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。 

 一 施 行 規 則 第 二 条 第 三 十 七 号 の 四 (
1
)

に 掲 げ る も の  

イ 前 項 第 一 号 （ ハ 及 び ホ か ら カ ま で を 除 く 。 ） 、 第 二 号 、 第

三 号 （ ロ は 、 デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置 受 信 部 を 有 す る 場 合 に

限 る 。 ） 並 び に 第 四 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

ロ 船 舶 局 が 間 接 的 に 同 期 を と る た め に 時 刻 、 位 置 の 情 報 を

周 期 的 に 送 信 で き る こ と 。 

 

 

 

一 船 舶 局 が 間 接 的 に 同 期 を と る た め に 時 刻 、 位 置 の 情 報 を 周

期 的 に 送 信 で き る こ と 。 

ハ 船 舶 局 に 対 し て 送 信 ス ロ ッ ト の 割 当 て を 行 う こ と が で き

る こ と 。 

二 船 舶 局 に 対 し て 送 信 ス ロ ッ ト の 割 当 て を 行 う こ と が で き る

こ と 。 

ニ イ か ら ハ ま で に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す

る 技 術 的 条 件 に 適 合 す る こ と 。 
三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 技 術

的 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 二 施 行 規 則 第 二 条 第 三 十 七 号 の 四 (
2
)

に 掲 げ る も の  

イ 前 項 第 一 号 （ ロ 、 ハ 及 び ホ か ら カ ま で を 除 く 。 ） 並 び に 第

二 号 に 規 定 す る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

 
 

ロ 航 行 す る 船 舶 の 指 標 と な る 航 路 標 識 の 種 別 、 名 称 、 位 置  



そ の 他 の 航 路 標 識 を 識 別 す る 情 報 を い う 。 ） を 送 信 す る こ と

が で き る こ と 。 
 
 

ハ イ 及 び ロ に 掲 げ る も の の ほ か 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る

技 術 的 条 件 に 適 合 す る こ と 。 
 

３ （ 略 ） ３ （ 略 ） 
  

附 則  

（ 施 行 期 日 ）  

１ こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２ こ の 省 令 の 施 行 の 際 現 に 免 許 又 は 予 備 免 許 を 受 け て い る 海 岸 局 に 備 え る 船 舶 自 動 識 別 装 置 に 係 る 無 線 設 備 の 条 件 は 、 こ の 省 令 に よ

る 改 正 後 の 設 備 規 則 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。 
 


